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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第57期
第２四半期
累計期間

第58期
第２四半期
累計期間

第57期

会計期間
自　平成22年４月１日 
至　平成22年９月30日

自　平成23年４月１日 
至　平成23年９月30日

自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日

売上高 (千円) 5,769,667 5,199,102 10,973,178

経常損失(△) (千円) △587,201 △20,176 △776,957

四半期(当期)純損失(△)(千円) △1,661,911 △21,420 △2,076,783

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ─ ─ ―

資本金 (千円) 3,975,062 3,975,062 3,975,062

発行済株式総数 (株) 14,645,584 14,645,584 14,645,584

純資産額 (千円) 3,324,584 2,874,302 2,898,189

総資産額 (千円) 7,977,625 6,599,119 6,875,430

１株当たり四半期
(当期)純損失金額(△)

(円) △113.65 △1.47 △142.03

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ─ ─ ―

１株当たり配当額 (円) ─ ─ ─
 

自己資本比率 (％) 41.7 43.6 42.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △653,652 139,891 △866,196

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △370,015 35,442 △361,347

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 367,854 △195,111 95,954

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 1,624,505 1,128,953 1,148,730

　

回次
第57期
第２四半期
会計期間

第58期
第２四半期
会計期間

会計期間
自　平成22年７月１日 
至　平成22年９月30日

自　平成23年７月１日 
至　平成23年９月30日

１株当たり四半期純利益金額
又は四半期純損失金額(△)

(円) △63.97 2.72
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(注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、「連結経営指標等」については記載しておりません。 

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　持分法を適用すべき関連会社はありません。 

４　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、１株当たり四半期(当期)純損失であり、また、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

２ 【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、

重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第2四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　継続企業の前提に関する事項に記載のとおり、当社は、当第2四半期末現在、継続企業の前提に重要な疑義

を生じさせるような事象又は状況が存在しております。当社は当該状況を解消すべく、「経営構造改革計

画」の実行及び金融機関との継続的な協議を行っておりますが、これらが想定通りに進まない場合または

不十分な場合には、当社の継続企業の前提に影響を及ぼす可能性があります。

　
２ 【経営上の重要な契約等】

特記すべき事項はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

当社において開示対象となる報告セグメントは、フードサービス事業の単一事業であるため、業態区分別

に記載しております。

(1)経営成績の分析

当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により、消費に対する自粛ムード

が広がり、さらに電力不足問題、円高・株安の進行、雇用・所得環境への不安感を背景に、個人消費は低

調に推移いたしました。当外食業界におきましても、消費者の節約志向に加え、放射能汚染による食の

安全性への関心の高まり、外食企業間・中食業界との低価格競争の激化等により、取り巻く経営環境は

極めて厳しい状況で推移いたしました。

　このような環境のもと、当社におきましては、早期に黒字体質への転換を果すため、平成22年10月に策

定した「経営構造改革計画」を着実に実行しております。「店舗数の拡大による規模の効果を求める

経営から、利益率や各店舗ごとの採算性を重視する経営スタイルへの転換」「CS活動を軸にした企業

風土の改革」を基本方針とし、具体的施策として、①業態ポートフォリオの見直し、②「香の川製麺」

「ハッピーコング」の新業態の展開と実験、③オペレーションの改善、④CS活動への取り組み、⑤不採

算店舗の閉鎖、⑥人員の削減、⑦物流・工場のアウトソーシング化、に取り組んでまいりました。今後

は、経費削減施策（原価率改善、人件費率改善、販売促進費の効率的使用）に加え、新規顧客獲得やリ

ピーター顧客数増加のための売上向上施策への取り組みを実施してまいります。

　店舗展開につきましては、「釜揚げ讃岐うどん 香の川製麺」の省コスト店舗1店舗と昨年8月に実験

を開始した「ハッピーコング」を3店舗（3店舗とも「ファミリーレストラン フレンドリー」から業

態転換）の合計4店舗を新規出店いたしました。また「ファミリーレストラン フレンドリー」4店舗

（内 3店舗は業態転換）と「団欒れすとらん ボンズ」1店舗の合計5店舗を閉鎖しましたので、当第2

四半期会計期間末の店舗数は前事業年度末比1店舗減少し、98店舗（前年同期比14店舗の減少）となり

ました。「ハッピーコング」はステーキ・ハンバーグ中心の全メニューに食べ放題のサラダバーが付

いた新業態であります。

　業態別には、こだわりの本マグロが好評の「産直鮮魚と寿司・炉端 源ぺい」27店舗、「おいしい・た

のしい・ここちいい」をコンセプトとする洋食の「ファミリーレストラン フレンドリー」26店舗、

「釜揚げ讃岐うどん 香の川製麺」17店舗、「日本の原風景“里山”」をコンセプトとする居酒屋「和

み料理と味わいの酒 土筆んぼう」12店舗、「和・洋・中の料理と団欒」をコンセプトとする「団欒れ

すとらん ボンズ」11店舗、「ハッピーコング」4店舗、「新・酒場 なじみ野」1店舗、となっておりま

す。

　消費に対する自粛ムードが広がったものの、「経営構造改革計画」の着実な実行により、人件費を始

めとする経費削減策が奏効し、損益面は大幅に改善いたしました。一方、不採算店舗の閉鎖（前年同期

比14店舗の減少）に伴い売上高は減少いたしました。
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これらの結果、当第2四半期累計期間の業績は、売上高は5,199百万円（前年同期比570百万円の減

少）、営業損失は24百万円（前年同期比565百万円の改善）、経常損失は20百万円（前年同期比567百万

円の改善）、四半期純損失は21百万円（前年同期比1,640百万円の改善）となりました。

(2)財政状態の分析 

当第2四半期会計期間末における総資産は、6,599百万円で前事業年度末比276百万円の減少となりま

した。主な要因は、土地の売却による減少です。負債合計は土地の売却に伴う借入金の返済と早期退職

費用引当金の減少等により前事業年度末比252百万円減少し、3,724百万円となりました。純資産は四半

期純損失等により23百万円減少し、2,874百万円となりました。この結果、当第2四半期会計期間末の自

己資本比率は、前事業年度末比1.4ポイント上昇して43.6%となりました。

(3)キャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末比19百万円減少し、

1,128百万円となりました。

当第2四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金の収支は、減価償却費117百万円、減損損失37百万円等の増加要因に対し、税引前

四半期純損失34百万円等の減少要因により、139百万円の増加（前年同期比793百万円の増加）となり

ました。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金の収支は、有形固定資産の売却による収入140百万円、差入保証金の回収による

収入20百万円等の増加要因に対し、有形固定資産の取得による支出114百万円、差入保証金の差入によ

る支出13百万円等の減少要因により、35百万円の増加（前年同期比405百万円の増加）となりました。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金の収支は、短期借入金の返済による支出129百万円、リース債務の返済による支

出65百万円等により、195百万円の減少（前年同期比562百万円の減少）となりました。

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第2四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

(5)研究開発活動

特記すべき事項はありません。

(6)生産、受注及び販売の実績

経営構造改革施策の実施に伴い、平成23年6月末に自社生産を中止し、工場を閉鎖したことにより、当

第2四半期累計期間における生産実績は、前年同期比に比べ著しく減少しております。

(7)主要な設備

当第2四半期累計期間において、工場の閉鎖と本社の移転を完了し、設備の除却を実施しています。

(8)重要事象等への対応策

平成22年10月4日付けで策定した「経営構造改革計画」を引き続き実行するとともに、追加で策定し

た利益向上施策にも取組んでまいります。

ア.業態ポートフォリオの見直し

「源ぺい」と「土筆んぼう」をコア業態と位置付け、コンセプトの改善や新メニューの開発に取

り組みます。また収益性の一層の改善を図るためにメニューミックスの見直しや、きめ細かな「おす

すめ」活動などを行ってまいります。
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イ.「香の川製麺」「ハッピーコング」ほか新業態の展開と実験

「香の川製麺」は平成21年9月の寝屋川昭栄町店を皮切りにすでに17ヵ店出店いたしました。相対

的に成長率が高く、投資効率のよい当業態の出店を今後もめざします。しかしながら、経営スタイル

を店舗数・規模ではなく、利益率や各店舗ごとの採算性の重視へ転換したことから(ア)立地条件の

精緻化、(イ)投資コストの引下げ、(ウ)オペレーションの均一化、(エ)業態としての魅力度アップ、に

取り組み、さらに店舗営業利益率の向上を図ります。本年4月東大阪市にオープンした鴻池店は投資

コストの引下げを実現しました。

　また、「なじみ野」と「ハッピーコング」につきましては、収益構造を確立すべく実験を継続中で

ありますが、とりわけ「ハッピーコング」は実験店の拡大を行いつつ、多店舗展開の見極めをしてま

いります。

ウ.オペレーションの改善

店舗間の人件費率のバラツキ是正に取り組み、収益の改善を図ります。「フレンドリー」と「ボン

ズ」におきましては各店の社員の配属数を見直し、固定費の削減により損益分岐点の引き下げを

図っております。また、店舗の賃貸借契約を見直し、賃料の削減交渉を行うことにより固定費の削減

を図ってきましたが、引き続き取組んでまいります。

エ.ＣＳ活動への取組み

ＣＳ活動につきましては、前期期初から全店において積極的に取り組んでまいりました。活動は従

業員の自主性の発揮を促すため、各店舗が店長を中心に自店独自の「お客様に選ばれる店作り」の

アクションプランを作成・実行し、本部が必要な研修などでサポートする方法を採っております。す

でに外部調査でもお客様満足度の改善の効果が発現しております。

店舗にわざわざ来ていただいたお客様に気持ちよくお帰りいただくこと、そのためにお客様の立

場・視点に立つこと、お客様の声に耳を傾けることが大切であります。その結果、お客様のご支持を

いただけるという当たり前のことを実践してまいります。

オ.人員の削減

不採算店の閉店と本部業務の改革・本部組織の効率化により人員体制を見直しました。昨年11月

には人員の適正化を図るべく70名の希望退職の募集を行い、62名の応募がありました。当期以降、計

画通りの人件費削減を見込んでおります。

カ.物流・工場の抜本的改革

配送高は売上の低下や店舗減少に伴い年々低下しており、また、工場の生産量はそれらの要因に加

えて「フレンドリー」のウエイトの低下もあり、配送高以上のペースで減少しておりました。固定費

負担を支えるのが厳しい状況であった為、本年6月には自社生産を中止し、工場を閉鎖するとともに、

物流業務もアウトソーシングに移行いたしました。これらにより大幅なコストダウンを見込んでお

ります。

キ.利益向上施策

経費削減施策（原価率改善、人件費率改善、販売促進費の効率的使用）に加え、売上向上施策とし

て、新規顧客獲得のための販売促進の実施、リピート顧客数の増加のためのQSC（「品質（クオリ

ティー）」「サービス」「清潔さ（クリンリネス）」）の改善や新規メニューの開発、キャンペー

ンの実施等を行うことで、より強固な利益体質を目指してまいります。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 61,800,000

計 61,800,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第2四半期会計期間末　
現在発行数(株)
(平成23年9月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年11月11日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 14,645,58414,645,584
大阪証券取引所
市場第二部

単元株式数は1,000株
であります。

計 14,645,58414,645,584― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成23年９月30日 ─ 14,645,584 ─ 3,975,062 ─ 2,355,531
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(6) 【大株主の状況】

平成23年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社きずな 大阪市天王寺区真法院町23番20号 3,920 26.76

重　里　育　孝 大阪市天王寺区 2,009 13.71

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社

東京都中央区晴海一丁目８番11号 656 4.47

アサヒビール株式会社 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番１号 500 3.41

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町二丁目２番１号 442 3.01

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 255 1.74

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 249 1.70

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 204 1.39

サントリービア＆スピリッツ株
式会社

東京都港区台場二丁目３番３号 200 1.36

三菱食品株式会社 東京都大田区平和島６丁目１番１号 142 0.96

計 ― 8,577 58.56

(注) １　発行済株式総数に対する所有株式の割合は、小数点以下第３位を切り捨てて表示しております。

２　上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数は総て信託業務に係る株式数であります。

３　株式会社菱食は、平成23年7月1日に三菱食品株式会社に商号変更しております。

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成23年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 24,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式　

14,568,000
14,568 ―

単元未満株式 普通株式 53,584 ― ―

発行済株式総数 14,645,584― ―

総株主の議決権 ― 14,568 ―

(注) 　「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式561株が含まれております。
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② 【自己株式等】

平成23年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社フレンドリー

大阪府大東市寺川
三丁目12番１号

24,000 ― 24,000 0.16

計 ― 24,000 ― 24,000 0.16

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(平成23年７月１日から

平成23年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成23年４月１日から平成23年９月30日まで)に係る四

半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第５条第２

項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見

て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程

度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。 

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。 

資産基準 1.0％ 

売上高基準 ─％ 

利益基準 0.3％ 

利益剰余金基準 0.1％ 

※　会社間項目の消去後の数値により計算しております。

EDINET提出書類

株式会社フレンドリー(E03110)

四半期報告書

10/21



１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,148,730 1,128,953

売掛金 46,422 47,380

商品及び製品 17,853 －

商品 － 59,570

原材料及び貯蔵品 74,904 －

貯蔵品 － 1,099

前払費用 74,417 80,934

その他 34,530 17,931

貸倒引当金 △92 △68

流動資産合計 1,396,767 1,335,802

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,067,949 1,056,600

土地 2,314,619 2,188,874

その他（純額） 267,078 244,188

有形固定資産合計 3,649,648 3,489,663

無形固定資産 44,121 41,822

投資その他の資産

投資有価証券 64,072 60,040

差入保証金 1,515,048 1,498,142

その他 208,901 176,777

貸倒引当金 △3,130 △3,130

投資その他の資産合計 1,784,892 1,731,830

固定資産合計 5,478,662 5,263,316

資産合計 6,875,430 6,599,119

負債の部

流動負債

買掛金 246,726 276,903

短期借入金 1,106,684 977,457

1年内返済予定の長期借入金 777,000 1,167,000

リース資産減損勘定 83,236 63,078

未払金 321,442 324,037

未払法人税等 44,453 33,870

店舗閉鎖損失引当金 1,057 －

早期退職費用引当金 64,150 －

工場等閉鎖損失引当金 100,000 57,370

資産除去債務 3,795 －

その他 62,780 101,245

流動負債合計 2,811,326 3,000,962
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（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成23年９月30日)

固定負債

長期借入金 390,000 －

資産除去債務 346,924 351,618

長期リース資産減損勘定 30,889 5,816

長期未払金 45,350 45,350

繰延税金負債 24,754 22,639

再評価に係る繰延税金負債 210,927 182,020

その他 117,068 116,409

固定負債合計 1,165,914 723,854

負債合計 3,977,240 3,724,816

純資産の部

株主資本

資本金 3,975,062 3,975,062

資本剰余金 3,058,146 3,058,146

利益剰余金 △3,196,338 △3,175,642

自己株式 △11,414 △11,488

株主資本合計 3,825,456 3,846,077

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,697 1,306

土地再評価差額金 △930,964 △973,081

評価・換算差額等合計 △927,267 △971,775

純資産合計 2,898,189 2,874,302

負債純資産合計 6,875,430 6,599,119
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(2)【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

売上高 5,769,667 5,199,102

売上原価 1,838,698 1,605,411

売上総利益 3,930,969 3,593,691

販売費及び一般管理費 ※1
 4,521,080

※1
 3,618,661

営業損失（△） △590,110 △24,970

営業外収益

受取利息 2,691 2,631

受取配当金 1,069 1,087

受取家賃 54,198 52,491

設備賃貸料 19,419 16,683

その他 4,880 6,144

営業外収益合計 82,258 79,038

営業外費用

支払利息 21,262 32,881

賃貸費用 45,271 30,853

設備賃貸費用 8,876 6,379

その他 3,938 4,129

営業外費用合計 79,349 74,244

経常損失（△） △587,201 △20,176

特別利益

店舗閉鎖損失引当金戻入額 8,927 －

早期退職費用引当金戻入額 － 13,129

固定資産売却益 952 14,429

特別利益合計 9,880 27,558

特別損失

固定資産除却損 25,870 4,174

減損損失 34,297 37,347

店舗閉鎖損失引当金繰入額 8,256 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 288,778 －

経営構造改革関連損失 ※2
 689,332 －

特別損失合計 1,046,534 41,521

税引前四半期純損失（△） △1,623,856 △34,139

法人税、住民税及び事業税 16,647 16,662

法人税等調整額 21,408 △29,381

法人税等合計 38,055 △12,719

四半期純損失（△） △1,661,911 △21,420
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △1,623,856 △34,139

減価償却費 152,868 117,962

減損損失 34,297 37,347

経営構造改革関連損失 431,491 －

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 54,538 △1,057

早期退職費用引当金の増減額（△は減少） 180,000 △64,150

工場等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） － △42,629

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3 △24

受取利息及び受取配当金 △3,760 △3,719

支払利息 21,262 32,881

有形固定資産除売却損益（△は益） 167 △11,154

その他の損益（△は益） 22 △16,650

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 288,778 －

売上債権の増減額（△は増加） 7,596 △957

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,139 32,087

仕入債務の増減額（△は減少） △8,679 30,177

未払消費税等の増減額（△は減少） － 39,691

その他の資産の増減額（△は増加） △119,004 36,875

その他の負債の増減額（△は減少） △33,305 15,876

小計 △620,718 168,414

利息及び配当金の受取額 1,410 1,358

その他の収入 78,498 75,319

利息の支払額 △19,042 △31,503

その他の支出 △58,086 △41,363

法人税等の支払額 △36,566 △33,172

法人税等の還付額 853 838

営業活動によるキャッシュ・フロー △653,652 139,891

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △429,566 △114,840

有形固定資産の売却による収入 952 140,636

貸付けによる支出 － △590

貸付金の回収による収入 903 2,540

差入保証金の差入による支出 △86,300 △13,050

差入保証金の回収による収入 168,437 20,926

資産除去債務の履行による支出 △14,602 △180

その他の支出 △9,839 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △370,015 35,442
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（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 1,200,000 －

短期借入金の返済による支出 △13,332 △129,227

長期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による支出 △266,000 －

社債の償還による支出 △600,000 －

自己株式の取得による支出 △112 △74

リース債務の返済による支出 △52,687 △65,809

配当金の支払額 △13 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 367,854 △195,111

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △655,813 △19,777

現金及び現金同等物の期首残高 2,280,319 1,148,730

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,624,505

※
 1,128,953
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【継続企業の前提に関する事項】

当第２四半期累計期間(自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日)

当社は、前期において4期連続の営業損失、6期連続の当期純損失、また営業キャッシュ・フローも2期連

続でマイナスとなっており、平成23年２月末より取引金融機関に対して借入金の返済猶予を要請してい

ることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

　当社は、平成22年10月4日に「経営構造改革計画」を策定し、その基本方針として「店舗数の拡大による

規模の効果を求める経営から、利益率や店舗ごとの採算性を重視する経営スタイルへの転換」「ＣＳ活

動を軸にした企業風土の改革」を掲げ、具体的施策として、①業態ポートフォリオの見直し、②「香の川

製麺」「ハッピーコング」の新業態の展開と実験、③オペレーションの改善、④ＣＳ活動への取組み、⑤

不採算店舗の閉鎖、⑥人員の削減、⑦物流・工場のアウトソーシング、に取組んでまいりました。これらの

施策の効果により、当第2四半期累計期間の営業損失は前年同期比565百万円減少いたしました。また、当

第2四半期累計期間における営業キャッシュ・フローは139百万円であり、前年同期比793百万円の増加と

なりました。今後は、経費削減施策（原価率改善、人件費率改善、販売促進費の効率的使用）に加え、売上

向上施策（新規顧客獲得のための販売促進の実施、リピート顧客数の増加のための品質・サービス・清

潔さの改善や新規メニューの開発、キャンペーンの実施等）を行うことで、より強固な利益体質を目指し

てまいります。

　また、金融機関に対する返済猶予については、平成23年9月末から平成24年6月末（一部は平成24年3月

末）に延長されました。

　現在、これらの対応策を実施しておりますが、平成24年6月末以降については今後金融機関と交渉を行う

ことから、現時点において継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

　なお、四半期財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性

の影響を四半期財務諸表に反映しておりません。

　

【会計方針の変更等】

当第２四半期累計期間(自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日)

該当事項はありません。

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第２四半期累計期間(自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日)

該当事項はありません。

　

【追加情報】

　
当第２四半期累計期間

(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日)

当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用しております。

　
【注記事項】

　

(四半期損益計算書関係)

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

　

　
前第２四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

雑給 1,295,702千円 1,125,048千円

賃借料 855,244 707,265

減価償却費 131,724 113,028
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※２  経営構造改革関連損失の内訳は次のとおりであります。

　

　
前第２四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

減損損失 428,491千円 ―

早期退職費用引当金繰入額 180,000 ―

店舗閉鎖損失引当金繰入額 75,474 ―

賃貸借契約解約損 5,366 ―

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の

とおりであります。

　

　
前第２四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

現金及び預金 1,624,505千円 1,128,953千円

現金及び現金同等物  1,624,505千円 1,128,953千円

　

　

(株主資本等関係)

前第２四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

　

２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

　

当第２四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

　

２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

当第２四半期累計期間において、土地再評価法により再評価を行った土地を売却した事により、土地再

評価差額金の取崩を行いました。この結果、当第２四半期累計期間において利益剰余金が42,117千円増加

いたしました。なお、純資産合計への影響はありません。
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(持分法損益等)

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第２四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

当社は、フードサービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

Ⅱ  当第２四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日)

当社は、フードサービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

　

項目
前第２四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

１株当たり四半期純損失金額（△） △113円65銭 △1円47銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純損失金額（△）(千円) △1,661,911 △21,420

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純損失金額（△）(千円) △1,661,911 △21,420

普通株式の期中平均株式数(株) 14,622,777 14,621,194

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

第58期(平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）中間配当については、平成23年11月４日開催の

取締役会において、これを行わない旨を決議いたしました。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年11月10日

株式会社フレンドリー

取締役会  御中

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    長    田    清    忠    印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    堀    　    裕    三    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社フレンドリーの平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第58期事業年度の第２四半期会計期間

(平成23年７月１日から平成23年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成23年４月１日から平成23年９
月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フ
ロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半
期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に
対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当
と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社フレンドリーの平成23年９月30日現在の財政
状態並びに同日をもって終了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表
示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
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強調事項
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前期において４期連続の営業損失、６期連続
の当期純損失、また営業キャッシュ・フローも２期連続でマイナスとなっており、平成２３年２月末より取引
金融機関に対して借入金の返済猶予を要請していることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよ
うな状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況
に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四半期財務諸
表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期財務諸表に反映され
ていない。
　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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